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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の股関節に移植するための医療装置であって、生体の前記股関節は、大腿骨頸（６
）と一体化した大腿骨頭（５）を有し、前記大腿骨頸（６）は前記大腿骨頸及び前記大腿
骨頭の中心において長手方向に延長する中心軸を有し、前記医療装置は、
　中空である人工の大腿骨頭面（４５）であって、少なくとも前記大腿骨頸及び前記大腿
骨頭のうちの１つに固定されるように適合され、前記人工の大腿骨頭面は、移植されたと
きに大腿骨頭及び／または大腿骨頸の一部を握るように適合された少なくとも１つの延長
している部分（１８２３）を備える、人工の大腿骨頭面と、
　ロック部材（５９）であって、前記人工の大腿骨頭面を、前記大腿骨頸と前記大腿骨頭
のうちの少なくとも１つを前記中空である人工の大腿骨頭面の中で握りかつ固定し続ける
ように係止するように適合された要素を備える、ロック部材と、
を備え、前記ロック部材は少なくとも所定の第１及び第２の係止位置において係止するよ
うに適合されていることを特徴とする医療装置。
【請求項２】
　前記ロック部材は少なくとも、以下のａ～ｃ：
　ａ．前記第１の係止位置において、大腿骨頭及び／または大腿骨頸へ向かって延長して
いる少なくとも１つの部分を有する第１の人工の大腿骨頭面を係止し、前記第２の係止位
置において、前記大腿骨頭及び／または前記大腿骨頸へ向かって延長している少なくとも
１つの部分を有する、より小さな第２の人工の大腿骨頭面を係止する
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　ｂ．前記第１の係止位置において、大腿骨頭及び／または大腿骨頸に向かって延長して
いる少なくとも１つの部分を有する人工の大腿骨頭面を係止し、前記第２の係止位置にお
いて、よりきつく前記人工の大腿骨頭面を前記大腿骨頭及び／または前記大腿骨頸へ係止
する
　ｃ．前記第１の係止位置において、第１のサイズの大腿骨頭及び／または大腿骨頸へ向
かって延長している少なくとも１つの部分を有する人工の大腿骨頭面を係止し、前記第２
の係止位置において、前記人工の大腿骨頭面をより小さな第２のサイズの大腿骨頭及び／
または大腿骨頸へ係止する
のうちの１つに適合されていることを特徴とする、請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　前記ロック部材は、移植されたときに前記大腿骨頭及び／または大腿骨頸を囲んでいる
ループ形状を作り出すために生体内で接続されるように適合されているループ形要素（５
９）を備え、前記ループ形要素は第１の係止位置を有するように適合され、そこにおいて
前記ループ形要素は第１の内周を有し、前記ループ形要素はさらに、第２の係止位置を有
するように適合され、そこにおいて前記ループ形要素はより小さな第２の内周を有するよ
うに適合されていることを特徴とする、請求項１または２に記載の医療装置。
【請求項４】
　前記ロック部材は、前記ロック部材が前記大腿骨頸と前記大腿骨頭のうちの前記少なく
とも１つを握ることを助けるように、前記中空である人工の大腿骨頭面の前記延長してい
る部分に配置されることを特徴とする、請求項１－３のいずれか一項に記載の医療装置。
【請求項５】
　前記ロック部材は、第１と第２の係合部材（６０）を備え、前記第１の係合部材は移植
されたときに前記第２の係合部材に係合するように適合されていることを特徴とする、請
求項１－４のいずれか一項に記載の医療装置。
【請求項６】
　前記第１と第２の係合部材は、前記第１の係合部材の雄部を前記第２の係合部材の雌部
に導入することによって機械的に自己接続するように適合されていることを特徴とする、
請求項５に記載の医療装置。
【請求項７】
　前記ループ形要素は、第１と第２の末端を備え、前記第１と第２の末端は、前記ループ
系要素を形作るために、回動可能な第１と第２の係止部（６０ａ１´´´、６０ａ２´´
´）を備える係合部材を使用して接続されるように適合されていることを特徴とする、請
求項３に記載の医療装置。
【請求項８】
　前記第２の係止部は、前記第１の係止部の中央に実質的に配置された点において前記第
１の係止部に取り付けられていることを特徴とする、請求項７に記載の医療装置。
【請求項９】
　前記ロック部材は、移植されたときに前記大腿骨頭及び前記大腿骨頸の前記中心軸に垂
直に前記人工の大腿骨頭面に固定され、また、移植されたときに部分的に前記大腿骨頭及
び前記大腿骨頸を囲み且つ前記大腿骨頭及び／または前記大腿骨頸を握ることを特徴とす
る、請求項１－８のいずれか一項に記載の医療装置。
【請求項１０】
　前記ロック部材は、前記ロック部材が前記人工の大腿骨頭面上に配置されることを可能
にし、前記大腿骨頭及び／または前記大腿骨頸を握るようにするために、弾性素材から作
られることを特徴とする、請求項９に記載の医療装置。
【請求項１１】
　前記ロック部材は、少なくとも、
　第１と第２の部分であって、前記第１と第２の部分は、回動可能にヒンジに取り付けら
れており、前記第１と第２の部分は、前記ロック部材が部分的に前記人工の大腿骨頭面を
囲んで配置されることを可能にするため回動するように適合されている、第１と第２の部
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分と、
　第１と第２の部分の間の接続を係止するように適合された係止要素であって、前記係止
要素は、移植されたときに、前記ロック部材が前記大腿骨頭及び／または大腿骨頸を握っ
て係止されることができるように適合されている、係止要素と、
のうちの１つを備えることを特徴とする、請求項１－１０のいずれか一項に記載の医療装
置。
【請求項１２】
　前記ロック部材は少なくとも１つの機械式固定する部材（５９）を備え、前記機械式固
定する部材は少なくとも、以下のaとｂ：
　ａ．前記人工の大腿骨頭面と接触して配置され、それにより、前記人工の大腿骨頭面が
前記大腿骨頸及び／または前記大腿骨頭の骨に接続される
　ｂ．移植されたときに、前記人工の大腿骨頭面上の第１の点から、前記大腿骨頸及び／
または前記大腿骨頭の骨の部分を通って、前記人工の大腿骨頭面上の第２の点へ到達する
、
のいずれか一方に適合されていることを特徴とする、請求項１－１１のいすれか一項に記
載の医療装置。
【請求項１３】
　前記機械式固定する部材の長さは、前記機械式固定する部材が、圧搾のため、及び、前
記人工の大腿骨頭面の前記大腿骨頸及び／または前記大腿骨頭へのさらなる固定のために
短くされることができるように変化可能であることを特徴とする、請求項１２に記載の医
療装置。
【請求項１４】
　前記機械式固定する部材はその前記延長している部分において前記人工の大腿骨頭面に
接触して配置されていることを特徴とする、請求項１２または１３に記載の医療装置。
【請求項１５】
　前記中空である人工の大腿骨頭面の前記延長している部分は、移植されたときに、前記
大腿骨頸の方向において、前記大腿骨頭の最大直径を超えて動くことを特徴とする、請求
項１－１４のいずれか一項に記載の医療装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通常、股関節の移植のための医療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　股関節は滑液ジョイントである。そして、骨盤を大腿骨の骨の近位部分に取り付ける。
滑液ジョイントは、哺乳類のジョイントで最も一般のタイプであって、ほとんど全ての肢
関節を代表する。接触させることは浮上する前記、大腿骨の骨（頭大腿骨）の骨盤、寛骨
臼および接触表面は滑らかで丸くて、関節軟骨によってカバーした。滑液膜はジョイント
をカプセル化する。そして、股関節腔を形成する。そして、それは滑液流体を含む。外側
で、滑液膜は繊維のカプセルおよび靭帯である。そして、関節カプセルを形成する。
【０００３】
　悪化する共同の機能につながっている自然で病理学的プロセスがある。年齢および磨耗
については、関節軟骨は、緩衝装置および油をさされた表層としてより効果的にならない
。異なる変形性関節症（例えば関節炎、骨関節炎または骨関節症）は、悪化を加速する。
【０００４】
　股関節骨関節炎は、軽度の炎症が股関節の痛みに結果としてなる症候群である、生じる
によって股関節である場合中のクッションとして作用する軟骨を異常に着用する。この軟
骨も異常に着用することは、滑液流体と呼ばれているジョイント潤滑流体の減少に結果と
してなる。股関節、骨関節炎が、多少重大な形で、６５歳以上の全ての人々の８０％に影
響を及ぼすことは、推定される。
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【０００５】
　腰骨関節炎の現在の治療は、股関節に油をさして、股関節の部を股関節手術による人工
器官に置き換えることを助けるために、ＮＳＡＩＤ薬、ヒアルロン酸のローカル注入また
はグルココルチコイドから成る。
【０００６】
　股関節の部を置き換えることは、毎年世界の何十万人もの患者で実行される日付まで最
も一般の手術のある者である。最も一般の方法は、大腿部の金属人工器官を配置すること
と寛骨臼のプラスチック・ボウルとを具備している。この動作は、腰および上の大腿の切
開によって、そして、大腿筋膜および大腿の横方向の筋肉によってされる。ジョイント（
突き通られる大腿部およびイリウム必要に取り付けられる支持カプセル）への接近を得る
それを作る手術の後、完全に機能ジョイントを得るために困難。大腿骨は、それから骨鋸
を有する首で切られる、そして、人工器官は、骨を有するどちらでも結合する大腿骨に置
かれる。または、寛骨臼は寛骨臼リーマーを用いてわずかに拡大される、そして、プラス
チック・ボウルはネジまたは骨セメントを用いて配置される。
【０００７】
　腰の後の複雑化は、手術が大腿骨の骨のその固定からの人工器官の股関節およびゆるめ
ることずれを含むことを接合する。人工器官のゆるむことおよび／またはずれは、例えば
落下しているかまたは腰の迅速な動きを作っている患者から、または、身体の大食細胞反
応によって股関節に配置されている異常な圧力によって誘発されることができる。
【発明の概要】
【０００８】
　患者の股関節の移植のためのロック部材は、設けられている。ロック部材は、頭大腿骨
股関節面に人工のくぼんだ頭大腿骨面から成っている医療装置を固定させるために適応す
る。ロック部材は、適応する第一および第二の末端を有するループ形の要素から成るそれ
が閉ループ形の要素を頭大腿骨を囲んでいる円周または結腸煙突大腿骨により形成するよ
うに、係合部材を用いて、機械的に接続される。
【０００９】
　一実施例によれば、ループ形の要素は、少なくとも第１および第２の係止位置において
接続されるために適応する。ループ形の要素は第１の内周部を有することができる。その
とき、ループ形の要素は第１の係止位置において接続される、ループ形の要素は１秒より
小さい内周部を有する。そのとき、ループ形の要素は第２の係止位置において接続される
。このように、ロック部材は、特定の患者のために適応することができる。
【００１０】
　他の実施例によれば、ループ形の要素は、第３の係止位置において接続されるために、
更に適応する。第３の係止位置において接続されるときに、ループ形の要素は第３の内周
部を有する、第１および第２の内周部より小さくて。
【００１１】
　さらにもう一つの実施例によれば、ロック部材は、頭大腿骨の最大直径を越えて距離を
延長している領域に配列されるために、更に適応することができる。
【００１２】
　係合部材は、一実施例に従って、それぞれ、前記第１および第２のロック部材末端に配
置される第一および第二の係合部材部から成ることができる。
【００１３】
　部材が自分で機械的に適応することができる第一および第２の係合は、第１の係合部材
を第２の係合部材に導入することによって接続する。一実施例によれば、第１および第２
の係合部材部は、第１および第２のロック部材末端から伸びている突出の形状を有するこ
とができる。第１および第２の係合部材は、水平に配置された握持爪を形成するために、
軸方向に第１および第２のロック部材末端から伸びることができる。
【００１４】
　さらにもう一つの実施例によれば、第１および第２の係合部材は放射状に第１および第
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２のロック部材末端から伸びる。そして、垂直に配置された握持爪を形成する。
【００１５】
　実施例のいずれかに従って、ロック部材会員部が最少のある者凹部または穴で形を有す
る第１のロック部材末端および前記第２の係合から伸びている突出の形状を有する初めて
の係合部材部を成る。
【００１６】
　さらにもう一つの実施例によれば、ロック部材の第１および第２の末端は、２つの回動
可能な係止部から成っている係合部材を用いることにより接続されることができる。
【００１７】
　さらにもう一つの実施例によれば、第１の係止部は、ロック部材の第１端部に、そして
、第２の係止部に回動可能に付着することができる。
【００１８】
　係止部がそうすることができる第２は、一実施例に従って第１の係止部の外端部の間に
配置される係合小数点で初めての係止部に取り付けられる。
【００１９】
　さらにもう一つの実施例によって第２の係止部が位置の係止部が実質的にアレンジした
第一に取り付けられることができること前記係止部。
【００２０】
　さらにもう一つの実施例によれば、第２の係止部は、ロック部材の第２端部に配置され
る突出している部によって係合するために適応することができる。
【００２１】
　第１および第２のロック部材末端は、ロック部材の第１端部のその係合位置周辺で第１
の係止部を回転させることによって一緒に引っ張られるために適応することができる。
【００２２】
　さらにもう一つの実施例によれば、一緒に係止されるときに、第１および第２のロック
部材末端は重なり合って配列されることができる。
【００２３】
　一緒に係止されるときに、さらにもう一つの実施例によれば、第１および第２のロック
部材末端は末端に対する配列された末端である。
【００２４】
　患者の股関節の移植の医療装置システムは、更に設けられている。
股関節は頭大腿骨股関節に部分的に股関節の接触表面であることに表面をつけさせる。そ
して、股関節が更に結腸煙突大腿骨がある。そして、頭大腿骨に至っている第１の軸配分
を有する。結腸煙突大腿骨および頭大腿骨の第１の軸配分の中心の軸は頭大腿骨センター
軸である、そして、結腸煙突大腿骨は頭大腿骨より末端で配置される。医療装置は、中空
で、頭大腿骨または外科的に修正された頭大腿骨の方へ向けるために適応する主な開口部
を有している人工の頭大腿骨面から成る。人工の頭大腿骨面は、頭大腿骨股関節面を置き
換えるために適応する。人工の頭大腿骨面は更に、主な開口部を通過していて、頭大腿骨
センター軸に合わせられている医療装置頭センター軸を有する。そのとき、医療装置は股
関節の機能的なポジションに植設される。医療装置は、中心部および周囲の部と、医療装
置センター軸に合わせられている中心部と、頭大腿骨または外科的に修正された頭大腿骨
で表層ものは本部を含む分かれないことを囲んでいる周囲の部とを備える。より深い医療
装置は、医療装置頭センター軸から人工の頭大腿骨面の周囲の部の内面までの垂直に伸び
ている第１の末梢部の距離を有するために適応する内面を備えている。第１の末梢部の距
離は医療装置頭センター軸から人工の頭大腿骨面（近位の距離が第１の末梢部の距離より
近位医療装置頭センター軸上のポジションから延長する第２）の内面まで垂直に第２の近
位の距離であることを延長している第２の近位の距離より短い。そのとき、人工の頭大腿
骨面は股関節の機能的なポジションに植設される。医療装置システムは頭大腿骨に医療装
置を固定させるために適応するロック部材から更に成る、ロック部材は適応する第一およ
び第二の末端を有するループ形の要素から成るそれが閉ループ形の要素を頭大腿骨を囲ん
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でいる円周または結腸煙突大腿骨により形成するように、係合部材を用いて機械的に接続
される。股関節の機能的なポジションに植設されるときに、表層がそうでありえた中身の
ない人工頭大腿骨は頭大腿骨を最も少なく部分的に遮蔽物でに適応させたかまたは少なく
とも部分的に外科的に修正された頭大腿骨をカバーする。
【００２５】
　さらにもう一つの実施例によれば、人工の頭大腿骨面は従って、寛骨臼ボウルまたは人
工代わりに置かれるために適応することができる。そのとき、股関節の機能的なポジショ
ンに植設される。
【００２６】
　股関節に植設されるときに、さらにもう一つの実施例によれば、人工の頭大腿骨面は可
変の第１の末梢部の距離（このように、頭大腿骨または外科的に修正された頭大腿骨に載
置するために適応する）を有するために適応することができる。表層が他の実施例に従っ
てそうすることができる人工頭大腿骨は、医療装置頭センター軸から人工の頭大腿骨面の
内面まで垂直に伸びて、最大第２の近位の距離を有するために適応する。
【００２７】
　表層が他の実施例に従ってそうすることができる人工頭大腿骨は、医療装置頭センター
軸から人工の頭大腿骨面の内面まで垂直に伸びて、最大第２の近位の距離を有するために
適応する、そこにおいて、最大第２の近位の距離は主な開口部より最も近くて位置する医
療装置頭センター軸の部に置かれることができる。そのとき、人工の頭大腿骨面は股関節
の機能的なポジションに取り付けられる、人工の頭大腿骨面は、どこで、医療装置頭セン
ター軸から人工の頭大腿骨面の内面まで垂直に伸びている最も近い第１の末梢部の距離を
有するために適応する、股関節の機能的なポジションに植設されるときに、最大第２の近
位の距離（最大第２の近位の距離が最も近い第１の末梢部の距離より近位の医療装置頭セ
ンター軸から伸びていることができる）より小さくあることができる。
【００２８】
頭大腿骨が有するさらにもう一つの実施例によれば、実質的に、頭大腿骨に対して垂直な
外側の最大半径を有するボール形の構成は各々ある者股関節面を有する主な開口部、頭大
腿骨および寛骨臼を有している軸（ボウル形の寛骨臼に置かれている頭大腿骨）を中央に
置く配置する、そして、各々を接触させて、股関節は股関節の重量をもたらすことに表面
をつける。そこにおいて、頭大腿骨は結腸煙突大腿骨および頭大腿骨が寛骨臼より末端で
配置されることができるより、最も近くて配置されることができる、そこにおいて、医療
装置は、中心部および周囲の部から成ることができる。そして、中心部が、中心部を含ん
でいない頭大腿骨または部分的に外科的に修正された頭大腿骨面の表層を囲んでいる医療
装置頭センター軸および周囲の部に合わせられる。そこにおいて、頭大腿骨または人工の
頭大腿骨面は、最大の頭大腿骨半径横断面を有することができる、外側である頭大腿骨ま
たは人工の頭大腿骨面の最大半径は円形の伸びている最大の頭大腿骨または人工の頭大腿
骨半径円を形成することがありえたか、頭大腿骨センター軸と直角をなし伸びることがあ
りえたか、頭大腿骨センター軸と直角をなす最大の頭大腿骨半径横断面を定めることがあ
りえたか、整列配置された医療装置頭センター軸と直角をなすことがありえた。そのとき
、人工の頭大腿骨面は前記機能的なポジションに置かれる、人工の頭大腿骨面が機能的な
ポジションに置かれるときに、表層がそうすることができる少なくとも一つの人工頭大腿
骨の周囲の部はどこで少なくとも、最初に少なくとも部分的に最大の人工の頭大腿骨面半
径横断面の向こうの末端部方向において伸びるためのどうしようもない人工の頭大腿骨面
が股関節に植設される１つから成る、少なくとも最初に部を越えたある者が、医療装置頭
センター軸までの最も近い垂直な距離を有するために適応することができる、小さくある
内側最大の距離、股関節に取り付けられるときに、垂直に人工医療装置頭から伸びること
がこのように、人工の頭大腿骨面のより安定ポジションを作成するために適応して人工の
頭大腿骨面（人工の頭大腿骨面が股関節の機能的なポジションに置かれる）の内面に軸に
入って。
【００２９】
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　さらにもう一つの実施例に対する一致において、長手方向に伸びている部がいずれによ
って定義されるか、最大内側距離は、医療装置頭センター軸の長手方向に伸びている部に
沿って選択される一つ以上の所定の位置から伸びていることができる；医療装置頭センタ
ー軸と直角をなし伸びて、前記医療装置頭の部の末梢部で近位の終点からの人工の頭大腿
骨面の二つ横断面は軸を中央に置く。そこにおいて、両方の横断面はそれぞれ、近位で末
梢部の方向において、人工の頭大腿骨面の重量をもたらしている表層の外側の制限で配置
される、そこにおいて、医療装置頭センター軸の部は横断面の間に配置される、最大内側
距離は近位の医療装置頭センター軸から主な開口部まで伸びていることができる。そこに
おいて、医療装置頭センター軸の長手方向に伸びている部は主な開口部より最も近くて配
置されることができる。そのとき、人工の頭大腿骨面は股関節の機能的なポジションに取
り付けられる。
【００３０】
　さらにもう一つの実施例によって第１の末梢部の距離が第一位置において定められるこ
とができることを、第１の末梢部の距離が医療装置頭センター軸（第１の末梢部の距離ポ
ジションで初めての末梢部の距離が第１の値を有する）からいずれを延長していることが
できるかという医療装置頭センター軸（そして、医療装置頭センター軸と直角をなす回動
角度）を末梢部の／近位の方向のポジションによって定める。そこにおいて、人工の頭大
腿骨面は頭大腿骨または外科的に修正された頭大腿骨上へ第１の回転位置から回転可能で
あるために適応することができる、そして、内面は第１の末梢部の距離ポジションで初め
ての末梢部の距離の変更を許容している形状を有するために適応する。そのとき、人工の
頭大腿骨面は第２の回転ポジションに回転した。そこにおいて、第２の回転位置の第１の
遠位位置の第１の末梢部の距離は第２の値を有する、そして、第２の値はより少なくあり
えた第１の値より。そのとき、股関節に植設されるときに、人工の頭大腿骨面は頭大腿骨
に載置するかまたは外科的に頭大腿骨を修正した。
【００３１】
　医療装置が更に適応することができるさらにもう一つの実施例によって：頭大腿骨上へ
導入されるときに、くぼんだ人工の頭大腿骨面（頭大腿骨または外科的な修正された頭大
腿骨の直径より大きい）を主要に開く直径を有する、そして、その上に機能的なポジショ
ンの頭大腿骨上の人工の頭大腿骨面の取付けの後、くぼんだ人工の頭大腿骨面（頭大腿骨
または外科的な修正された頭大腿骨の直径より小さい）を主要に開く直径を有する。
【００３２】
　さらにもう一つの実施例において、医療装置更に装置が主な開口部の直径を変化させる
ことができていて、このように装置が頭大腿骨に載置することができている人工の頭大腿
骨面の少なくとも一つの切れ込みを成る。
【００３３】
　さらにもう一つの実施例によれば、主な開口部は、少なくとも部分的に、以下の方法の
少なくとも１つにおいて変わるために適応する直径または断面距離を有することができる
：その上に取り付けられるときに、医療装置を頭大腿骨に載置して、機械的に固定するた
めに減少して、頭大腿骨上の医療装置の安定ポジションを可能にすることが可能であるた
めに増加する。
【００３４】
　さらにもう一つの実施例によれば、主な開口部の直径が変わることができるために、医
療装置頭センター軸（医療装置頭センター軸と直角をなす）に対する部を越えて第１のも
のの内面から最も近い距離は、調節可能であるために適応することができる。医療装置頭
センター軸（医療装置頭センター軸と直角をなす）に対する部を越えて第１のものの内面
から最も近い距離調節可能であるために適応させることができるによってを越えて成るこ
とからリストから選択される要素の少なくとも１つから成っている部：弾力的な部分、屈
曲可能な部分、可撓部分、圧縮可能な部分および可動部分。
【００３５】
　さらにもう一つの実施例によれば、医療装置頭センター軸（医療装置頭センター軸と直
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角をなす）に対する部を越えて第１のものの内面から最も近い距離は、ロック部材によっ
て調整されるために適応することができる。
【００３６】
　さらにもう一つの実施例によれば、医療装置は、外科的であるか関節鏡の／腹腔鏡手順
の間、各々に接続しているために適応する少なくとも２つの部から成ることができる。
【００３７】
　人工の頭大腿骨面は、さらにもう一つの実施例において、その表層配分において不完全
でありえた。
【００３８】
　さらにもう一つの実施例によれば、少なくとも２つの表層部は、少なくとも一つの以下
を用いて各々に機械的に接続しているために適応することができる：最少のある者ネジ、
少なくとも一つのピン、他の部に導入されるために適応する部の少なくとも１つの少なく
とも一つの部分、他の部に摺動しているために適応している部、形部品、溶接、接着剤、
ピン、導線で、ボールがボウルに部（他の部の雌型部に取り付けられるある者部の雄型部
分）の部分であることを取り付けたこと、キーは、部の部分、バンドおよび他の機械式接
続部材であることをロックに導入した。
【００３９】
　さらにもう一つの実施例によれば、医療装置は、少なくとも一つの以下を用いている頭
大腿骨に固定するために適応することができる：最少のある者ネジ、少なくとも一つのピ
ン、他の部に導入されるために適応する部の少なくとも１つの少なくとも一つの部分、他
の部に摺動しているために適応している部、形部品、溶接、接着剤、ピン、導線で、ボー
ルがボウルに部（他の部の雌型部に取り付けられるある者部の雄型部分）の部分であるこ
とを取り付けたこと、キーは、部の部分、バンドおよび他の機械式接続部材であることを
ロックに導入した。
【００４０】
　さらにもう一つの実施例によれば、人工の頭大腿骨面は、頭大腿骨または大腿骨の骨の
皮質の浸透のない頭大腿骨に固定するために適応することができる。
【００４１】
　さらにもう一つの実施例によれば、医療装置は、頭大腿骨上の圧搾している力を振るっ
ている弾性部材によって固定するために適応することができる。
【００４２】
　さらにもう一つの実施例によれば、頭大腿骨上の圧搾している力を振るっている弾性部
材は、ロック部材でありえた。本願明細書において実施例のいずれかにおいて、ロック部
材は、選択される要素でありえた：コード、導線およびバンド。
【００４３】
　患者の股関節の移植のための医療装置は、更に設けられている。股関節は頭大腿骨股関
節に部分的に股関節の接触表面であることに表面をつけさせる。そして、股関節が更に結
腸煙突大腿骨がある。そして、頭大腿骨、そこにおいて、結腸煙突大腿骨の第１の軸配分
の中心の軸および頭大腿骨（頭および結腸煙突大腿骨センター軸であること）に至ってい
る第１の軸配分を有する。結腸煙突大腿骨は、頭大腿骨より末端で配置される。より深い
医療装置は、中空で、遠位に向けるのに適している主な開口部を有している人工の頭大腿
骨面と頭大腿骨股関節面を置き換えるために適応することとを具備している。より深い人
工の頭大腿骨面医療装置が股関節の機能的なポジションに植設されるときに、主な開口部
を通過していて、頭および結腸煙突大腿骨センター軸に合わせられている医療装置頭セン
ター軸を有する。より深い医療装置は、中心部および周囲の部と、医療装置センター軸に
合わせられている中心部と、中心部を含んでいない頭大腿骨の表層を囲んでいる周囲の部
とを備える。医療装置は、更に以下から成る：内面は、医療装置頭センター軸から人工の
頭大腿骨面の周囲の部の内面まで垂直に伸びている第１の末梢部の距離を有するために適
応させた。末梢部の距離は、医療装置頭センター軸から人工の頭大腿骨面の内面まで垂直
に伸びている第２の近位の距離より短い。第２の近位の距離は第１の末梢部の距離（第２
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の近位の距離であること）より近位医療装置頭センター軸上のポジションから伸びる。そ
のとき、前記人工の頭大腿骨面は股関節の前記機能的なポジションに植設される。
移植のためのロック部材を患者の股関節に更に含んでいる医療装置。ロック部材は、結腸
煙突および／または頭大腿骨に医療装置の固定を援助するために適応する。頭大腿骨が握
られて、前記人工の頭大腿骨面において抑制されるままであるように、ロック部材は人工
の頭大腿骨面を係止するために適応する要素から成る。
【００４４】
　一実施例によれば、医療装置は、最も少なく第一および第二の係止位置に加わるロック
に適応する。ロック部材は、前記第１の係止位置で、第１のサイズ頭大腿骨および／また
は結腸煙突大腿骨に、少なくとも一つの伸びている部分を有する第１の人工の頭大腿骨面
を係止する、そして、前記第２の係止位置で、１秒より小さいサイズ頭および／または結
腸煙突大腿骨に、少なくとも一つの伸びている部分を有する第２の人工の頭大腿骨面を係
止する。
【００４５】
　他の実施例によって、ロック部材が、前記第２の係止位置の前記第１の係止位置（頭お
よび／または結腸煙突大腿骨までの少なくとも一つの伸びている部分、そして前記ロック
部材を有する人工の頭大腿骨面が適応するロック）において、最も少なく第一および第二
の係止位置（前記ロック部材が適応する）に加わるロックに適応することより堅い前記人
工の頭大腿骨面を頭および／または結腸煙突大腿骨に係止する。
【００４６】
　さらに別の実施形態では、ロック部材は最も少なく第一および第二の係止位置に加わる
ロックに適応する。そこにおいて、ロック部材は第１の係止位置で、第１のサイズ頭およ
び／または結腸煙突大腿骨に、少なくとも一つの伸びている部分を有する人工の頭大腿骨
面を係止する、そして、前記第２の係止位置で、１秒より小さいサイズ頭大腿骨および／
または結腸煙突大腿骨に、前記人工の頭大腿骨面を係止する。
【００４７】
　股関節は、その中心の結腸煙突および頭大腿骨に沿って中心の軸を延長している縦材を
有する結腸煙突大腿骨と統合される頭大腿骨がある。結腸煙突大腿骨は、頭大腿骨より末
端で配置される。医療装置システムは遠位に向けるために適応する主な開口部を有する二
つかそれ以上の医療装置（医療装置の各々が大腿骨が中空で表面をつける人工頭から成る
）から成る。そのとき、前記医療装置は挿入される。人工の頭大腿骨面は、頭大腿骨股関
節面（より深く有すること）を置き換えるために、頭大腿骨センター軸に合わせられて、
前記医療装置が股関節の機能的なポジションに植設される時を開いている前記専攻を通過
している医療装置頭センター軸。医療装置は、中心部および周囲の部と、医療装置センタ
ー軸に合わせられている中心部と、中心部を含んでいない頭大腿骨の表層を囲んでいる周
囲の部とを備える。医療装置は、更に以下から成る以下の通り内面は、前記医療装置頭セ
ンター軸から前記人工の頭大腿骨面の周囲の部の前記内面まで垂直に伸びている第１の末
梢部の距離を有するために適応させた。第１の末梢部の距離は医療装置頭センター軸から
前記人工の頭大腿骨面の前記内面まで垂直に伸びている第２の近位の距離より短い。そし
て、前記人工の頭大腿骨面が股関節の前記機能的なポジションに植設されるときに、前記
第２の近位の距離が前記第１の末梢部の距離（第２の近位の距離であること）より近位前
記医療装置頭センター軸上のポジションから伸びる。移植のためのロック部材を患者の股
関節に更に含んでいる医療装置。ロック部材は結腸煙突および／または頭大腿骨に前記医
療装置の固定を援助するために適応する。そこにおいて、頭大腿骨が握られて、前記人工
の頭大腿骨面において抑制されるままであるように、前記ロック部材は前記人工の頭大腿
骨面を係止するために適応する要素から成る、そして、前記人工の頭大腿骨面の少なくと
も１つは対応するサイズの頭大腿骨股関節面を置き換えるために適応するサイズを有する
。
【００４８】
　さらにもう一つの実施例によれば、医療装置システムは、二つかそれ以上のロック部材
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から更に成る。それらの係止位置においてとき、二つロック部材は異なるサイズを有する
、そして、このように、頭大腿骨または人工頭大腿骨に異なるサイズの異なる人工の頭大
腿骨面を係止するために適応することは異なるサイズの頭大腿骨に浮上する。そうすると
、マッチしているサイズを有する二つかそれ以上のロック部材のある者によって係止され
るときに、頭大腿骨は握られて、人工の頭大腿骨面において抑制されるままである。
【００４９】
　他の実施例によれば、ロック部材は、最も少なく第一および第二の係止位置に加わるロ
ックに適応する。ロック部材は、前記第１の係止位置で、第１のサイズ頭大腿骨および／
または結腸煙突大腿骨までの少なくとも一つの伸びている部分を有する第１の人工の頭大
腿骨面を係止する、そして、前記第２の係止位置で、１秒より小さいサイズ頭および／ま
たは結腸煙突大腿骨に、少なくとも一つの伸びている部分を有する第２の人工の頭大腿骨
面を係止する。
【００５０】
　さらにもう一つの実施例によれば、ロック部材は、最も少なく第一および第二の係止位
置に加わるロックに適応する。
前記第１の係止位置において、ロック部材は、前記第２の係止位置において、頭および／
または結腸煙突大腿骨までの少なくとも一つの伸びている部分、そして前記ロック部材を
有する人工の頭大腿骨面が適応するロックに適応するより堅い前記人工の頭大腿骨面を係
止する頭および／または結腸煙突大腿骨に。
【００５１】
　他の実施例によれば、ロック部材は最も少なく第一および第二の係止位置に加わるロッ
クに適応する。そこにおいて、前記ロック部材は、前記第１の係止位置で、第１のサイズ
頭および／または結腸煙突大腿骨に、少なくとも一つの伸びている部分を有する人工の頭
大腿骨面を係止する、そして、前記第２の係止位置で、１秒より小さいサイズ頭大腿骨お
よび／または結腸煙突大腿骨に、前記人工の頭大腿骨面を係止する。
【００５２】
　植設されるときに、一実施例において、ロック部材は頭および／または結腸煙突大腿骨
を囲んでいる前記ループ形状をつくるためのｓｉｔｕにおいて接続されるために適応する
ループ形の要素から成る。
【００５３】
　さらにもう一つの実施例によれば、ループ形の要素は第１の係止状態があるために適応
する。そこにおいて、前記ループ形状は第１の内周部を有する、そして、前記ループ形の
要素は第２の係止状態があるために更に適応する。そこにおいて、前記ループ形の要素は
１秒より小さい内周部を有する。
【００５４】
　システムが他の実施例に従ってそうすることができる医療装置は、更に、第３の係止状
態（前記ループ形状が前記第１および第２の内周部より小さい第３の内周部を有する）が
あるために適応するループ形の要素を備えている。
【００５５】
　さらに別の実施形態では、ロック部材は、頭大腿骨の最大直径を越えて距離を延長して
いる領域に配列されるために、更に適応する。
【００５６】
　成形された元素が本願明細書において実施例のいずれかにおいてそうすることができる
ループは、選択される要素であるコード、導線およびバンド。
【００５７】
　さらに別の実施形態では、ロック部材は、第１および第２の係合部材から成ることがで
きる。植設されるときに、第１の係合部材は第２の係合部材を係合するために適応するこ
とができる。
【００５８】
　さらに別の実施形態では、第１および第２の係合部材は、機械的に自己に適応する前記
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第１の係合部材の男性の部を前記第２の係合部材の女性の部に導入することによって、接
続する。
【００５９】
　医療装置システムのさらにもう一つの実施例において、第１および第２の係合部材は、
内側でその人工の頭大腿骨面に固定する。
【００６０】
　第１および第２の係合部材は、他の実施例に従ってその外側上の人工の頭大腿骨面に固
定することができる。
【００６１】
　さらにもう一つの実施例によれば、人工の頭大腿骨面は少なくとも一つの切れ込みから
成ることができる、そして、それぞれ、第１および第２の係合部材は切れ込みの２つの異
なる側上の人工のくぼんだ頭大腿骨面に固定することができる。
【００６２】
　他の実施例によれば、その部分を延長することで、第１および第２の係合部材は、人工
のくぼんだ頭大腿骨面に固定することができる。
【００６３】
　ループ形の要素は第１および第２の末端から成ることができる、そして、第１および第
２の末端は２つの回動可能な係止部から成っている係合部材を用いているループ形の要素
を形成するために接続されるために適応することができる。
【００６４】
　他の実施例によれば、第１の係止部は、ロック部材の第１端部に、そして、第２の係止
部に回動可能に付着する。
【００６５】
　これまでに他の実施例において、第２の係止部は、前記第１の係止部の中央で実質的に
配置される小数点の第１の係止部に付着することができる。
【００６６】
　これまでに他の実施例において、一緒に係止されるときに、末端がそうである第１およ
び第２のロック部材は重なり合って配置されることができる。
【００６７】
　さらにもう一つの実施例によって、ロック部材が人工の頭大腿骨面に固定するために適
応することができること、頭および結腸煙突大腿骨の中心の軸に垂直に、そして、部分的
に頭および／または結腸煙突大腿骨を囲んで、頭および／または結腸煙突大腿骨を握るた
めに適応させる。
【００６８】
　これまでに他の実施例において、ロック部材が人工の頭大腿骨面上に配置されることを
可能にするために、ロック部材は弾性体から作られることができる。そして、頭および／
または結腸煙突大腿骨を握る。
【００６９】
　ロック部材は第一から成ることができる、そして、第２の部分、第一および第２の部分
はヒンジで回動可能に接続されることができる。そこにおいて、第１および第２の部分は
、ロック部材が人工頭大腿骨を囲んで部分的に配置されることを可能にするための枢軸に
適応することができる。
【００７０】
　これまでに他の実施例において、ロック部材は第１および第２の部分間の接続を係止す
るために適応する係止要素から更に成ることができる。そうすると、植設されるときに、
ロック部材は頭および／または結腸煙突大腿骨を握って係止されることができる。
【００７１】
　本願明細書において開示される若干の実施例において、ロック部材は人工の頭大腿骨面
と接触して、そして、結腸煙突および／または頭大腿骨の骨において配置されるために適
応する少なくとも一つの機械式固定している部材から成る。それによって、結腸煙突およ
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び／または頭大腿骨に人工の頭大腿骨面を固定させる。
【００７２】
　さらにもう一つの実施例によれば、少なくとも一つの機械式固定している部材は、人工
の頭大腿骨面のある者位置から、結腸煙突および／または頭大腿骨の一部の骨によって、
そして、人工の頭大腿骨面の第２の位置に移動に適応する。
【００７３】
　さらにもう一つの実施例によれば、機械式固定している部材の長さは変えられる、そし
て、前記機械式固定している部材はこのように、結腸煙突および／または頭大腿骨に人工
の頭大腿骨面を圧搾して、更に固定させるために短くなることができる。
【００７４】
　機械式固定している部材は、一実施例に従って雌ねじ部から成ることができる。
【００７５】
　機械式固定している部材は、他の実施例に従って、その伸びている部分で人工の頭大腿
骨面と接触して配置されるために適応することができる。
【００７６】
　患者の股関節の移植の医療装置システムは、更に設けられている。股関節は、その中心
の結腸煙突および頭大腿骨に沿って中心の軸を延長している縦材を有する結腸煙突大腿骨
と統合される頭大腿骨がある。医療装置システムは一部の頭および／または結腸煙突大腿
骨を握るために適応する少なくとも一つの伸びている部分から成っている人工のくぼんだ
頭大腿骨面から成ることができる、そして、ロック部材は一部の頭および／または結腸煙
突大腿骨に医療装置の固定を援助するために適応させた。頭大腿骨が握られて、前記人工
の頭大腿骨面において抑制されるままであるように、ロック部材は人工の頭大腿骨面を係
止するために適応する要素から成ることができる。
【００７７】
　股関節の機能的なポジションに植設されるときに、さらに別の実施形態では、表層がそ
うである中身のない人工頭大腿骨は頭大腿骨を最も少なく部分的に遮蔽物でに適応させた
。
【００７８】
　さらに別の実施形態では、人工の頭大腿骨面は従って、寛骨臼ボウルまたは人工代わり
に置かれるために適応することができる。そのとき、股関節の機能的なポジションに植設
される。
【００７９】
　股関節に植設されるときに、表層が他の実施例においてそうすることができる人工頭大
腿骨は、このように頭大腿骨に載置するために適応して、可変の第１の末梢部の距離を有
するために適応する。
【００８０】
　他の実施態様において、前記医療装置頭センター軸から前記人工の頭大腿骨面の前記内
面まで垂直に伸びて、人工の頭大腿骨面は最大第２の近位の距離を有するために適応する
ことができる。そこにおいて、前記最大第２の近位の距離は前記主な開口部より最も近く
て位置する前記医療装置頭センター軸の部に置かれる。そのとき、前記人工の頭大腿骨面
は股関節の前記機能的なポジションに取り付けられる。人工の頭大腿骨面は、前記医療装
置頭センター軸から前記人工の頭大腿骨面の前記内面まで垂直に伸びていて、最大第２の
近位の距離より小さい最も近い第１の末梢部の距離を有するために、更に適応することが
できる。股関節の前記機能的なポジションに植設されるときに、最大第２の近位の距離は
医療装置頭センター軸（最も近い第１の末梢部の距離より近位の）から伸びていることが
できる。
【００８１】
　さらにもう一つの実施例によれば、医療装置は少なくとも一つの切れ込みを前記装置が
主な開口部の直径を変化させることができている前記人工の頭大腿骨面に更に含むことが
できる。このように、装置が前記頭大腿骨に載置することができる。表層が部分的に少な
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くとも主な開口部から成ることができる人工頭大腿骨、直径または断面距離は、以下の方
法の少なくとも１つにおいて変わるために、その上に取り付けられるときに、前記医療装
置を頭大腿骨に載置して、機械的に固定するために減少して、頭大腿骨上の前記医療装置
の安定ポジションを可能にすることが可能であるために増加する。
【００８２】
　前記頭および結腸煙突大腿骨センター軸（中心の軸がリストから選択された要素の少な
くとも１つから成る前記伸びている部分によって調節可能であるために適応することがで
きる前記頭および結腸煙突大腿骨に対して垂直な）までの前記第１の伸びている部分の内
面から最も近い距離：弾力的な部分、屈曲可能な部分、可撓部分、圧縮可能な部分および
可動部分。
【００８３】
　さらにもう一つの実施例によれば、頭および結腸煙突大腿骨センター軸（前記頭および
結腸煙突センター軸と直角をなす）までの第１の伸びている部分の内面から最も近い距離
は、前記ロック部材によって調整されるために適応する。
【００８４】
　さらに別の実施形態では、医療装置は、外科的であるか関節鏡の／腹腔鏡手順の間、各
々に接続しているために適応する少なくとも２つの部から成ることができる。
【００８５】
　表層が若干の実施例においてそうすることができる人工頭大腿骨は、その表層配分にお
いて不完全である。
【００８６】
　表層が他の実施例においてそうすることができる人工頭大腿骨は、頭大腿骨または大腿
骨の骨の皮質の浸透のない頭大腿骨に固定するために適応する。
【００８７】
　これまでに他の実施例において、医療装置は、頭大腿骨上の圧搾している力を振るって
いる弾性部材によって固定するために適応することができる。
【００８８】
　医療装置のこれまでに他の実施例において、弾性部材は、頭大腿骨上の圧搾している力
が上述のロック部材であることを行うために適応することができる。
【００８９】
　他の実施例によれば、ロック部材は最も少なく第一および第二の係止位置に加わるロッ
クに適応することができる、そして、ロック部材は適応することがありえた；
第１の係止位置で、第１のサイズ頭大腿骨および／または結腸煙突大腿骨に、少なくとも
一つの伸びている部分を有する第１の人工の頭大腿骨面を係止する、そして、第２の係止
位置で、１秒より小さいサイズ頭および／または結腸煙突大腿骨に、少なくとも一つの伸
びている部分を有する第２の人工の頭大腿骨面を係止する。
【００９０】
　これまでに他の実施例において、ロック部材は最も少なく第一および第二の係止位置に
加わるロックに適応することができる、そして、ロック部材は頭および／または結腸煙突
大腿骨までの最少のある者を延長している部分で人工の頭大腿骨面をロックに、前記第１
の係止位置において、適応することができる。ロック部材は、より堅い前記人工の頭大腿
骨面をロックに、前記第２の係止位置において、更に適応することができる頭および／ま
たは結腸煙突大腿骨。
【００９１】
　これまでに他の実施例において、ロック部材は最も少なく第一および第二の係止位置に
加わるロックに適応することができる。そこにおいて、前記ロック部材は適応する；
前記第１の係止位置で、第１のサイズ頭および／または結腸煙突大腿骨に、少なくとも一
つの伸びている部分を有する人工の頭大腿骨面を係止する、そして、前記第２の係止位置
で、１秒より小さいサイズ頭大腿骨および／または結腸煙突大腿骨に、前記人工の頭大腿
骨面を係止する。
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【００９２】
　植設されるときに、これまでに他の実施例において、ロック部材は頭および／または結
腸煙突大腿骨を囲んでいる前記ループ形状をつくるためのｓｉｔｕにおいて接続されるた
めに適応するループ形の要素から成る。
【００９３】
　ループ形の要素は第１の係止状態があるために適応することができる。そこにおいて、
前記ループ形状は第１の内周部を有する。そこにおいて、前記ループ形の要素は第２の係
止状態があるために更に適応する。そこにおいて、前記ループ形の要素は１秒より小さい
内周部を有する。
【００９４】
　ループ形の要素は更に第３の係止状態があるために適応することができる。そこにおい
て、前記ループ形状は前記第１および第２の内周部より小さい第３の内周部を有する。
ロック部材は、頭大腿骨の最大直径を越えて距離を延長している領域に配列されるために
、更に適応することができる。
【００９５】
　他の実施態様において、ループ形の元素は、選択される元素でありえた：
コード、導線およびバンド。
【００９６】
　実施例のいかなるある者にもよるロック部材は第１および第２の係合部材から成ること
ができる、そして、植設されるときに、前記第１の係合部材は前記第２の係合部材を係合
するために適応する。
第１および第２の係合部材は、機械的に自己に適応することができる前記第１の係合部材
の男性の部を前記第２の係合部材の女性の部に導入することによって、接続する。
【００９７】
　他の実施例によれば、第１および第２の係合部材は、内側でその人工の頭大腿骨面に固
定することができる。
【００９８】
　これまでに他の実施例において、第１および第２の係合部材は、その外側上の人工の頭
大腿骨面に固定する。
【００９９】
　これまでに他の実施例において、人工の頭大腿骨面は少なくとも一つの切れ込みから成
ることができる。そこにおいて、それぞれ、前記第１および第２の係合部材は切れ込みの
２つの異なる側上の人工のくぼんだ頭大腿骨面に固定することができる。
【０１００】
　その部分を延長することで、第１および第２の係合部材は、人工のくぼんだ頭大腿骨面
に固定することができる。
【０１０１】
　他の実施例によれば、ループ形の要素は第１および第２の末端から成ることができる。
そこにおいて、前記第１および第２の末端は２つの回動可能な係止部から成っている係合
部材を用いているループ形の要素を形成するために接続されるために適応することができ
る。
【０１０２】
　これまでに他の実施例において、第１の係止部は両方ともロック部材の第１端部に回動
可能に取り付けられる、そして、第２の係止部は言った。
【０１０３】
　他の実施態様において、係止部は、前記第１の係止部の中央で実質的に配置される小数
点の第１の係止部に付着することができる。
【０１０４】
　一緒に係止されるときに、第１および第２のロック部材末端は重なり合って配列される
ことができる。
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【０１０５】
　他の実施例においてロック部材が人工の頭大腿骨面に固定するために適応することがで
きること、頭および結腸煙突大腿骨の前記中心の軸に垂直に、そして、部分的に頭および
／または結腸煙突大腿骨を囲んで、頭および／または結腸煙突大腿骨を握るために適応さ
せる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、ロック部材が人工の頭大腿骨面上に配置されることを可能に
するために、ロック部材は弾性体から作られる。そして、頭および／または結腸煙突大腿
骨を握る。
【０１０７】
　ロック部材は第１および第２の部分から成ることができる、そして、第１および第２の
部分はヒンジで回動可能に接続されることができる、そして、前記第１および第２の部分
はロック部材が人工頭大腿骨を囲んで部分的に配置されることを可能にするための枢軸に
適応する。
【０１０８】
　これまでに他の実施例において、ロック部材は前記第１および第２の部分間の接続を係
止するために適応する係止要素から更に成ることができる。そうすると、植設されるとき
に、前記ロック部材は頭および／または結腸煙突大腿骨を握って係止されることができる
。
【０１０９】
　ロック部材は人工の頭大腿骨面と接触して、そして、結腸煙突および／または頭大腿骨
の骨において配置されるために適応する少なくとも一つの機械式固定している部材から成
ることができる。それによって、結腸煙突および／または頭大腿骨に人工の頭大腿骨面を
固定させる。
【０１１０】
　これまでに他の実施例において、少なくとも一つの機械式固定している部材は、人工の
頭大腿骨面のある者位置から、結腸煙突および／または頭大腿骨の一部の骨によって、そ
して、人工の頭大腿骨面の第２の位置に移動に適応することができる。
【０１１１】
　機械式固定している部材の長さは変えられるために適応することができる。そうすると
、機械式固定している部材は結腸煙突および／または頭大腿骨に人工の頭大腿骨面を圧搾
して、更に固定させるために短くなることができる。
【０１１２】
　本願明細書において実施例のいかなるある者にも従って二つかそれ以上のロック部材か
ら成っているロック部材システムは、更に設けられている。それらの係止位置においてと
き、二つロック部材は異なるサイズを有する。ロック部材は対応するサイズの人工の頭大
腿骨面を係止するために適応することができる。そして、その異なるサイズから選択され
る。
【０１１３】
　ロック部材は人工の頭大腿骨面面から成ることができる。そして、伸びている部分から
成る。そこにおいて、前記少なくとも一つの伸びている部分は以下の選択肢の少なくとも
１つに従って造られる；
ａ）は前記赤道に沿って不連続的に円周上に線を延長する、そして、ｂ）は前記円周拡張
のこの種の部分の異なる伸びている部分または部の異なる末梢部の拡張によって伸びる。
【０１１４】
　ロック部材は、前記ロック部材を人工の頭大腿骨面面の前記伸びている部分上へ適所に
ある状態に保つために、ロック保持把手から成ることができる。
【０１１５】
　ロック部材は、前記ロック部材を人工の頭大腿骨面の前記伸びている部分上へ適所にあ
る状態に保つために、人工の頭大腿骨面の座面において集積されることができる。
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【０１１６】
　頭大腿骨に至っている第１の軸配分を有して、股関節は、結腸煙突大腿骨がある頭大腿
骨センター軸である実質的に開口部を有している頭大腿骨センター軸（ボウル形の寛骨臼
に置かれている頭大腿骨）と直角をなす外側の最大半径によって、前記結腸煙突大腿骨は
どこに頭大腿骨に末端で配置される、結腸煙突の中心の軸、そして、第１の軸配分に整列
する頭大腿骨。そこにおいて、頭大腿骨は有するボール形の構成そこにおいて、頭大腿骨
の方へ、ボウル形の寛骨臼は寛骨臼ボウルの一番下の中心から、そして、ボウルを開くこ
との中心の方のボウルの中央後の寛骨臼センター軸を有する第２の軸配分を有する。そこ
において、寛骨臼ボウルは寛骨臼センター軸と直角をなす内側最大半径を有する。そこに
おいて、特別な中央に置かれたポジションにおいて、頭大腿骨センター軸は寛骨臼センタ
ー軸を有するｌｉｎｅ／ａｌｉｇｎｅｄにおいてある。そのとき、頭大腿骨は配置される
；中央に置かれて、股関節の寛骨臼ボウルにおいて対称形である、整列配置する、整列配
置された中心の軸は股関節センター軸と定義される。そこにおいて、頭大腿骨、そして、
寛骨臼は各々ある者股関節面を有する、配置する、そして、各々を接触させて。そこにお
いて、股関節の重量をもたらしている股関節面は重量をもたらしている表層である。そこ
において、頭大腿骨の外側の最大半径は、そこにおいて、股関節センター軸と直角をなす
最大の頭大腿骨半径横断面を定めて、股関節センター軸と直角をなし伸びて、円形の伸び
ている、最大の頭大腿骨半径円を形成している：前記医療装置は、少なくとも一つの人工
股関節面から成る、部分的に少なくとも適応させた前記人工股関節面の少なくとも１つが
、表層が配置した頭大腿骨または人工頭大腿骨によって、股関節に植設されるときに、内
と外との表層（股関節が特別な中央に置かれたポジションに置かれるときに、前記人工股
関節面が股関節センター軸に合わせられる人工股関節面センター軸を有する）を股関節面
、少なくとも部分的に中空の前記人工股関節面および、有すること最少のある者で交換す
る；中央に置かれて、寛骨臼ボウルまたは股関節の人工の寛骨臼面において対称形である
、整列配置されて。そこにおいて、前記医療装置は中心部および周囲の部から成る。そし
て、中心部が中心部を含んでいない頭大腿骨または人工の頭大腿骨面の表層を囲んでいる
人工股関節面センター軸および周囲の部に合わせられる。そこにおいて、頭大腿骨または
人工の頭大腿骨面は最大の頭大腿骨半径横断面を有する、股関節が前記特別な中央に置か
れたポジション（そこにおいて、前記ものの周囲の部）に置かれるときに、それで、頭大
腿骨または前記人工の頭大腿骨面の外側の最大半径は股関節センター軸と直角をなすか前
記人工股関節面センター軸と直角をなす最大の頭大腿骨半径横断面を定めて、股関節セン
ター軸と直角をなし伸びて、円形の伸びている最大の頭大腿骨または人工の頭大腿骨半径
円を形成していること少なくとも一つの人工股関節面は、少なくとも部分的に最大の頭大
腿骨半径横断面の向こうの末端部方向において伸びるための人工股関節面の少なくとも一
つの第１の伸びている部分から成る。そのとき、人工股関節面の少なくとも１つが股関節
に植設されるときに、股関節は前記特別な中央に置かれたポジションに置かれる、部を越
えてそこにおいて、前記少なくとも一つの第一は前記人工股関節面センター軸までの最も
近い垂直な距離を有するために適応させる、股関節が上述した特別な中央に置かれたポジ
ションおよび前記人工股関節面に置かれるときに、内側最大距離より小さいことは、前記
人工股関節面センター軸から前記人工股関節面の前記内面まで垂直に伸びて、股関節の機
能的なポジションに置かれる、このように適応させる作成する、そして、股関節に取り付
けられるときに、前記人工股関節面のより安定ポジションを作成される。
【０１１７】
　股関節は有する
【０１１８】
　部分的に股関節の接触表面である頭大腿骨股関節表層、
【０１１９】
　更に結腸煙突大腿骨があっている股関節、第１の軸配分を至ってする
【０１２０】
　頭大腿骨。そこにおいて、第１の軸配分の中で中心の軸の結腸煙突
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【０１２１】
　大腿骨、そして、頭大腿骨センター軸であって、頭大腿骨、そこにおいて、結腸煙突
【０１２２】
　大腿骨は、そこにおいて、頭大腿骨より末端で配置される；
【０１２３】
　前記医療装置に、くぼんでいる人工の頭大腿骨面、が設けられている。
【０１２４】
　頭大腿骨の方へ向けるために適応する主な開口部を有する、または、
【０１２５】
　外科的に修正された頭大腿骨（前記人工の頭大腿骨面がある）
【０１２６】
　頭大腿骨股関節面（そこにおいて、前記人工頭）を置き換えるために適応する
【０１２７】
　大腿骨面は、更に有する以下の通り
【０１２８】
　－前記主な開口部を通過している医療装置頭センター軸、
【０１２９】
　頭大腿骨センター軸（前記医療装置がある）に合わせられること
【０１３０】
　股関節（そこにおいて、前記健康診断）の機能的なポジションに植設される
【０１３１】
　装置は、中心部と周囲の部、中心部とを具備している。
【０１３２】
　医療装置センター軸および周囲の部に合わせられること
【０１３３】
　頭大腿骨または外科的に修正された頭の表層を囲むこと
【０１３４】
　中心部、そして前記医療装置を含んでいない大腿骨
【０１３５】
　更に成ること
【０１３６】
　－伸びている第１の末梢部の距離を有するために適応する内面
【０１３７】
　垂直に前記医療装置頭から、前記インナーに軸を中央に置く
【０１３８】
　前記人工の頭大腿骨面（言われる）の周囲の部の表層
【０１３９】
　第２の近位の距離より短い第１の末梢部の距離
【０１４０】
　前記医療装置頭から垂直に中心の軸を広げること
【０１４１】
　前記人工の頭大腿骨面（前記２番）の前記内面
【０１４２】
　前記もの上のより近位ポジションから伸びている近位の距離
【０１４３】
　医療装置頭は、前記第１の末梢部の距離より軸を中央に置く、
【０１４４】
　第２の近位の距離（前記人工の頭大腿骨面がある）
【０１４５】
　股関節の前記機能的なポジションに植設される。



(18) JP 5844734 B2 2016.1.20

10

20

30

40

50

【０１４６】
　６．前の請求項のいずれかに従う患者の股関節の移植のために医療装置、腰が、有する
ことを接合する
【０１４７】
　寛骨臼、股関節の接触表面を形づくられるボウルであること
【０１４８】
　中で寛骨臼の末端部方向において実質的に円を描く主要な開口部
【０１４９】
　股関節および近位に寛骨臼を成形される前記ボウルの底の中央点
【０１５０】
　股関節（寛骨臼センター軸が底の位置から伸びる）
【０１５１】
　実質的に循環開始の中央点で。そこにおいて、
【０１５２】
　寛骨臼は、ボール形の頭大腿骨を接触させている重量をもたらしている表層を有する
【０１５３】
　股関節（頭大腿骨がある）の寛骨臼ボウルに位置する
【０１５４】
　結腸煙突大腿骨に接続する、そして、結腸煙突大腿骨は、整列配置される中心の軸を有
する
【０１５５】
　頭大腿骨センター軸によって、そこにおいて；
【０１５６】
ｏ前記医療装置に、表層が適応させた人工寛骨臼が設けられている。
【０１５７】
　寛骨臼（そこにおいて、前記人造物）の重量をもたらしている表層を置き換える
【０１５８】
　寛骨臼面は、くぼんでいて、開くことが適応させた主要寛骨臼を有する
【０１５９】
　表層（股関節に植設されるときに）前記人工の寛骨臼面を頭大腿骨または少なくとも前
記中空人工寛骨臼の頭大腿骨（前記人工の寛骨臼面が頭大腿骨または少なくとも頭大腿骨
の表層の人工代わりを受信するために適応する）の表層の人工代わりの方へ向ける；
医療装置寛骨臼センター軸は寛骨臼センター軸に合わせられるために適応させた。そのと
き、前記人工の寛骨臼面は股関節に置かれる、そして、前記人工の寛骨臼面の前記内面に
、内面は垂直に前記医療装置寛骨臼センター軸から伸びている第１の末梢部の距離を有す
るために適応させた。そして、前記第１の末梢部の距離が前記医療装置寛骨臼センター軸
から前記人工の寛骨臼面の前記内面まで垂直に伸びている第２の近位の距離より短かった
、前記第１の末梢部の距離（前記人工の寛骨臼面が機能的に股関節に植設される）より近
位前記医療装置寛骨臼センター軸上のポジションから伸びている前記第２の最も近い距離
前記人工の寛骨臼面が、くぼんだ人工の寛骨臼面において受けるために適応する頭大腿骨
、または人工的な少なくとも中に植設されるときに頭大腿骨の表層の置換、股関節（機能
的な股関節を成し遂げるための）。
【０１６０】
　方法
【０１６１】
　患者の股関節のロック部材の移植のための方法（その中心の結腸煙突および頭大腿骨に
沿って中心の軸を延長している縦材を有する結腸煙突大腿骨と統合される頭大腿骨を有す
る股関節）は更に設けられている。そして、方法は次の工程から成る。
【０１６２】
　－外科的に、または、関節鏡検的に股関節の動作を実行すること。
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【０１６３】
　－頭大腿骨に載置する人工のくぼんだ頭大腿骨面を配置すること。
【０１６４】
　－人工の頭大腿骨面（前記人工の頭大腿骨面が一部の頭および／または結腸煙突大腿骨
を握るために適応する少なくとも一つの伸びている部分から成る）の固定を援助するため
のロック部材を配置すること
【０１６５】
　－部分に一部の頭および／または結腸煙突大腿骨をしている最少のある者によってしっ
かりつかむこと。
【０１６６】
　そして、頭大腿骨が握られて、前記人工の頭大腿骨面において抑制されるままであるよ
うに、前記ロック部材は前記人工の頭大腿骨面を係止するために適応する要素から成る、
【０１６７】
　－頭大腿骨がそうであるように、前記ロック部材要素によって前記人工の頭大腿骨面を
係止すること。
【０１６８】
　－しっかりつかまれて、前記人工の頭大腿骨面において抑制されるままであること。
【０１６９】
　方法は、ステップを成る以下の通り
－前記第１の係止位置において係止すること、そして－よりきつく係止している第二位置
を係止する、頭および／または結腸煙突大腿骨に、少なくとも一つの伸びている部分によ
って人工的な頭大腿骨表層。
【０１７０】
　他の実施例によれば、ロック部材は、少なくとも、ポジションを係止する第一および、
１秒、ステップから成る方法を中でロックに適応する；
－前記第１の係止位置を係止する最初の人工的な中空の頭大腿骨表層、そして－１秒より
小さい第二位置を係止する、頭および／または結腸煙突大腿骨に、少なくとも一つの伸び
ている部分によって人工的な頭大腿骨表層。
【０１７１】
　前の実施例（前記ロック部材がループ形の要素から成る）のいかなるある者にも方法を
一致させているロック部材を用いている方法は、ステップを成る以下の通り
頭および／または結腸煙突大腿骨を囲んでいる元の位置の前記ループ形状を係止すること
。
【０１７２】
　方法が実施例のいずれかに一致して、ロック前記ループは第１の係止状態（前記ループ
形状が第１の内周部を有する）の元素を成形した、そして、ロック前記ループは第２の係
止状態の元素を成形した。そこにおいて、前記ループ形の要素は１秒より小さい内周部を
有する。
【０１７３】
　実施例のいずれかに従ってロック部材を用いている方法、そこにおいて、前記ロック部
材は医療装置から更に成る、中空で、遠位に向けるために適応する主な開口部を有してい
て、頭大腿骨を置き換えるために適応している人工の頭大腿骨面は更に共同の表層、そこ
において、前記人工の頭大腿骨面に隅棟を作る以下の通り
【０１７４】
　頭および結腸煙突大腿骨センター軸に合わせられて、前記医療装置がある時を開いてい
る前記専攻を通過している医療装置頭センター軸は機能的なポジションを股関節に中に植
設した。そこにおいて、前記医療装置は中心部および周囲の部（中心部を含んでいない頭
大腿骨の表層を囲んでいる医療装置センター軸および周囲の部に合わせられている中心部
）から成る、そして、前記医療装置は更に成り立つ；
内面は前記医療装置頭センター軸から前記人工の頭大腿骨面の前記周囲の部の前記内面ま
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で垂直に伸びている第１の末梢部の距離を有するために適応させた。そして、前記第１の
末梢部の距離が前記医療装置頭センター軸から前記人工の頭大腿骨面の前記内面まで垂直
に伸びている第２の近位の距離より短かった、前記人工の頭大腿骨面が股関節の前記機能
的なポジションに植設されるときに、前記第２の近位の距離は前記第１の末梢部の距離（
第２の近位の距離であること）より近位前記医療装置頭センター軸上のポジションから伸
びる、人工の頭大腿骨面はそのポジションのロック部材を保つためのロック保持把手から
成る、方法がステップを含む；
【０１７５】
　外科的であるか寛骨臼な動作の間、頭大腿骨上にａｒｔｉｆｉｃａｌな頭大腿骨面を配
置すること、頭大腿骨に前記ａｒｔｉｆｉｃａｌな頭大腿骨面を係止しているロック部材
ａｎｄ－を配置して、前記ロック部材を前記ロック保持把手によって適切な状態に保って
いる。
【０１７６】
　患者（その中心の結腸煙突および頭大腿骨に沿って中心の軸を延長している縦材を有す
る結腸煙突大腿骨と統合される頭大腿骨を有する股関節）の股関節の移植少なくとも一つ
の医療装置のためにＡ方法、そこにおいて、結腸煙突大腿骨は、そこにおいて、頭大腿骨
より末端で配置される；
【０１７７】
　前記医療装置システムは、二つかそれ以上の医療装置から成るそこにおいて、各々医療
装置のうち、成る：
【０１７８】
　遠位に向けるために適応する主な開口部を有して、人工頭大腿骨は中空であることに表
面をつける。そのとき、前記医療装置は挿入される。そこにおいて、前記人工の頭大腿骨
面は頭大腿骨股関節面（更に有すること）を置き換えるために適応する；
【０１７９】
　頭大腿骨センター軸に合わせられて、前記医療装置がある時を開いている前記専攻を通
過している医療装置頭センター軸は機能的なポジションを股関節に中に植設した。そこに
おいて、前記医療装置は中心部および周囲の部（中心部を含んでいない頭大腿骨の表層を
囲んでいる医療装置センター軸および周囲の部に合わせられている中心部）から成る、そ
して、前記医療装置は更に成り立つ；
【０１８０】
　内面は前記医療装置頭センター軸から前記人工の頭大腿骨面の周囲の部の前記内面まで
垂直に伸びている第１の末梢部の距離を有するために適応させた
【０１８１】
　そして、前記第１の末梢部の距離が前記医療装置頭センター軸から前記人工の頭大腿骨
面の前記内面まで垂直に伸びている第２の近位の距離より短かった。そして、前記第２の
近位の距離が前記第１の末梢部の距離より近位前記医療装置頭センター軸上のポジション
から伸びた、前記人工の頭大腿骨面が股関節の前記機能的なポジションに植設されるとき
に第２の近位の距離および患者（前記ロック部材が結腸煙突に対する前記医療装置および
／または頭大腿骨の固定を援助するために適応する）の股関節の移植のためのロック部材
である前記ロック部材が、前記人工の頭大腿骨面を係止するために適応する要素から成る
頭大腿骨しっかりつかまれて、前記人工の頭大腿骨面（前記人工の頭大腿骨面の少なくと
も１つが対応するサイズの頭大腿骨股関節面を置き換えるために適応するサイズを有する
）において抑制されてままである方法が、ステップを含む；外科的に、または、関節鏡検
的に、植設二つかそれ以上の人工頭大腿骨は、頭大腿骨上に係止するのにふさわしいサイ
ズを見つけるために浮上する。
【０１８２】
　二つから更に成っている実施例または。そのとき、それらがポジションを係止して、こ
のように頭大腿骨に対する異なるサイズまたはマッチしているサイズを有する二つかそれ
以上のロック部材のある者によって係止されるときに、大腿骨が頭大腿骨が握られて、人
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工の頭大腿骨面において抑制されるままであるように、異なるサイズの頭大腿骨に表面を
つける人工頭の異なる人工の頭大腿骨表層を係止するために適応する際に、より多くのロ
ック部材（二つロック部材が異なるサイズを有する）のいずれかに方法を一致させている
方法は、ステップを含む以下の通り頭大腿骨に正しいサイズの人工の頭大腿骨面を係止す
るために二つかそれ以上のロック部材を用いること。
【０１８３】
　一実施例によれば、少なくとも一つの伸びている部分は、以下の選択肢の少なくとも１
つに従って取り付けられる：
【０１８４】
　前記赤道に沿って不連続的に円周上に、いかなる伸びている部分も欠いている十分な円
周距離および前記円周拡張のこの種の部分の異なる伸びている部分または部の異なる末梢
部の拡張によって伸びているｂ）を有する線を延長しているａ）。
【０１８５】
　いかなる実施例または実施例、特徴、方法の部がシステムを結びつけた点に注意します
、本願明細書において記載されているシステムの、または、付随する数字の部は、いかな
る形であれ結合されるかもしれない。
【図面の簡単な説明】
【０１８６】
　本発明は、現在記載されている、添付の図面に関して、例証として：
【図１】断面のヒト患者の股関節を示す。
【図２】正面の図の骨盤を示す。
【図３】人工の頭大腿骨面を従来の手術の頭大腿骨に配置することを示す。
【図４】患者の股関節の移植のための医療装置を示す。
【図５】一実施例による医療装置を示す。
【図６】他の実施例による医療装置を示す。
【図７】頭大腿骨の最大直径以上の、そして、を越えた移動に適応する主な開口部を有す
る断面の人工の頭大腿骨面を示す。
【図８ａ】第１実施例に従う人工の頭大腿骨面４５を示す。
【図８ｂ】頭大腿骨に固定するときに、人工頭大腿骨が、浮上することを示す。
【図８ｃ】医療装置が挿入されるときに、股関節は断面であることを示す。
【図９】第１実施例に従う人工の寛骨臼面を示す。
【図１０ａ－ｃ】第二実施形態に従う人工の寛骨臼面を示す。
【図１１ａ】人工の寛骨臼面に載置する調節可能なロック部材を開示する、
【図１１ｂ－１１ｅ】ロック部材および係合部材の異なる実施例を示す。
【図１２ａ】医療装置およびさらにもう一つの実施例によるロック部材を示す。
【図１２ｂ】医療装置およびさらにもう一つの実施例によるロック部材を示す。
【図１３ａ】一実施例による統合したロック部材を有する医療装置を示す。
【図１３ｂ】他の実施例による統合したロック部材を有する医療装置を示す。
【図１４】医療装置および機械式固定している部材の実施例を示す。
【図１５】３つの人工の頭大腿骨面およびある者ロック部材から成っている第１のキット
を示す。
【図１６】一つの人工の頭大腿骨面および３つのロック部材から成っている第２のキット
を示す。
【図１７】３つの人工の頭大腿骨面および３つのロック部材から成っている第３のキット
を示す。
【発明を実施するための形態】
【０１８７】
　股関節は、下肢の複数の異なる動きを許容するためのかなりの運動範囲ができるように
する滑液ボールおよびソケット・ジョイントである。中立位置から、股関節の以下の動き
は、通常可能である：横方向であるか外部の回転、延長される腰を有する３０°、撓曲す
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る腰、内側であるか内部回転４０°、拡張または後屈２０°を有する５０°、屈曲または
前傾１４０°、延長される腰を有する外転５０°、撓曲する腰を有する８０°、延長され
る腰を有する引証３０°、撓曲する腰を有する２０°。
【０１８８】
　自然を交換することはいつによってジョイントに隅棟を作る人工、人工寛骨臼の深さは
股関節の運動範囲に影響を及ぼす、寛骨臼ボウルがより深く作られるほどそれは運動範囲
により拘束性である。より深いボウルは股関節脱臼の危険率を低下させることの効果があ
る。そして、それの危険度は今日の人工腰回りを有する重大な欠点である。
【０１８９】
　頭および結腸煙突大腿骨は、大腿骨の骨の近位部分として理解されることになっている
。頭および／または結腸煙突大腿骨が修正されて外科的に時々ある整形外科手術において
、例えば、骨は、大腿骨の骨の近位部分を特定の人工器官に適応させるために取り出され
る。本出願のために頭／結腸煙突大腿骨が自然の頭／結腸煙突大腿骨か外科的に修正され
た頭／結腸煙突大腿骨として理解されることになっていること。
【０１９０】
　股関節およびその環境の分析は、中で更に開示される：マリーブその他、Ｈｕｍａｎ　
Ａｎａｔｏｍｙ、２００３、ベンジャミン・カミングズ、サンフランシスコ、ページ１９
５－２０２、そして、ムーアその他で、Ｃｌｉｎｉｃａｌｌｙは、ａｎａｔｏｍｙ，１９
９９、リッピンコット、ウィリアムス及びウィルキンズ、ボルチモア、ページ５０１　　
―　６５３（両方とも本願明細書に引用したものとする）　を正しい位置に置いた。
【０１９１】
　本体において中間に本願明細書において正中の平面および前頭面が交差する所で、そし
て、縦軸（尾部－頭蓋）に沿った胸部の中心の部に位置する評価の基準として理解する。
本体において中間に前記位置に関して用いられる方向または場所用語が、最も近くて末端
にある、そして、それ故、末端点は、言及の中心位置から離れて、１ポイントはるかに同
一構造の基端尖端である。本願明細書において用いられる解剖学的条件がムーアその他に
記載されて更にあるその他、Ｃｌｉｎｉｃａｌｌｙを指向するａｎａｔｏｍｙ，１９９９
、リッピンコット、ウィリアムス及びウィルキンズ、ボルチモア、ページ２－１０（本願
明細書に引用したものとする）。
【０１９２】
　機能的な腰運動は、少なくとも部分的に腰の自然な動きに対応する腰の動きとして理解
されることになっている。若干の場合に、股関節の自然な動きはいくらか制限されるかも
しれないかまたは股関節手術の後、変えられるかもしれない。そして、それは自然の股関
節の機能的な腰動きとはいくらか異なる人工の表層を有する股関節の機能的な腰動きを作
る。
【０１９３】
　日常的な動作いくらかの物理的なスポーツが要求するように、いかなる極度の運動にも
接続していない動作として理解されるある。例えば、日常的な動作は、成る：歩くこと、
座ること、循環など。
【０１９４】
　移植可能医療装置または人工器官の機能的なポジションは、股関節が機能的な腰運動を
実行することができるポジションである。最終的なポジションは、医療装置がより深いポ
ジション変化を必要としない機能的なポジションとして理解されることになっている。
【０１９５】
　弾力は、弾力的な方法で変形する素材能力として理解されることになっている。
【０１９６】
　弾力的な変形は、素材が応力（例えば外部の力）の下で変形する時であるが、応力が除
去されるときに、その最初の形状に戻る。より弾性素材は、弾力の低い率を有する素材と
して理解されることになっている。物体の弾力的な率は、弾力的な変形領域のその応力‐
歪み曲線の傾斜として定義される。弾力的な率は応力／圧力として算出される。ここで、
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応力は変形が生じている力である。そして、力が適用される領域によって分けられる；
そして、圧力は、応力によって生じる変化の比率である。
【０１９７】
　剛性は、適用された力による変形に対する弾性体の抵抗として理解されることになって
いる。
【０１９８】
　生体親和性材料は、免疫反応の低レベルを有する素材であるとして理解されることにな
っている。生体親和性材料は、時々生体適合物質と呼ばれもする。類似している生物学的
適合性の金属である低い免疫反応（例えばチタンまたはタンタル）によって生物学的適合
性の金属。生物学的適合性の金属は、少なくとも一つの生物学的適合性の金属から成って
いる生物学的適合性の合金でもありえた。
【０１９９】
　形部品は、部を有している要素または前記部または断面を用いている少なくとも一つの
他の要素に前記要素の機械的接続を可能にするために適応する断面として理解されること
になっている。調子適した構造は、形部品を使用可能にする要素の構造である。
【０２００】
　以下において、本発明の実施例の詳細な説明は、与えられる。図面において、参照番号
の様に、数桁の全体にわたって同一であるか対応する要素を示す。これらの図が例示目的
のためにあって、本発明の範囲をいかなる形であれ制限していないことはいうまでもない
。このように、方向のいかなる参照も、例えば「上へ」または、「下って」図に示される
方向に関連しているだけである。また、いかなる寸法もなど。図において、目的は、説明
のために示される。
【０２０１】
　図１は、断面のヒト患者の股関節を示す。股関節に、大腿骨の骨７の最上部である結腸
煙突大腿骨６のまさしくその表面に配置される頭大腿骨５が設けられている。頭大腿骨は
、骨盤９のボウル形の部である寛骨臼８と関連してある。頭大腿骨面１０および寛骨臼面
１１は、股関節のクッションとして作用する関節軟骨１３でおおわれている。股関節骨関
節炎患者において、この関節軟骨１３は、軽度の炎症により異常に摺り減らされる。股関
節は、サポートをジョイントに提供して、脱臼を遅らせる股関節カプセル１２によって囲
まれる。従来の股関節手術の後、股関節カプセル１２を突き通って、カプセル１２は、そ
の靭帯組織の限られた治癒可能性のため、劇的に弱められる。股関節カプセル１２に損害
を与えることのない股関節手術を実行することによって、自然なある者に可能であるよう
に、患者は完全に回復することができて、圧力の等しい量を人工関節に配置することがで
きる。
【０２０２】
　図２は、正面の図の骨盤を示す。骨盤は、骨盤を占めている左右の腰の骨と、次々にＳ
ａｃｒｕｍ　１８０３から成ることと、腸骨１８０２と、恥骨１８０４と、坐骨１８０１
とを備えている。股関節は、横に、そして、遠位に骨盤に置かれる左右の寛骨臼８ａ，ｂ
を収容する。腰の球状に形づくられた空腔であることが股関節の部のある者をやめて骨を
入れる寛骨臼８ａ，ｂ、頭大腿骨５（寛骨臼８ａ，ｂに置かれるために適応する球状接触
表面を有する大腿骨の骨７の近位部分であって、このように操作可能な股関節をつくるこ
と）を収納するために適応している寛骨臼８ａ，ｂ。骨盤は患者に沿って中央に、そして
、実質的に、離れられた寛骨臼８ａの一番下から正しい寛骨臼８ｂ（更に、前記横方向の
中脈軸と直角をなし伸びている近位の末梢部のＹ軸を有している骨盤）の一番下まで実質
的に伸びていて、恥骨結合１８０５の背面の部分を渡していて、実質的に脊髄１８０６に
続いている横方向の中脈軸Ｘを有する。そして、横方向の中脈軸Ｘを横切る。
【０２０３】
　図３は、人工の頭大腿骨面４５を従来の手術の頭大腿骨に配置することを示す。この実
施例に従う人工頭大腿骨は、切れ込み４９および頭大腿骨５を握るために柔軟な人工の頭
大腿骨面の構造を作っているアーム５０と頭大腿骨５の最大直径を越えることとを具備し
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ている。さらに、人工の頭大腿骨面４５は人工の頭大腿骨面４５の完全な機能的なサイズ
より小さい穴による股関節に挿入されることができる。そして、より観血でない外科的手
技を可能にする。
【０２０４】
　図４は、患者の股関節の移植のための医療装置を示す。医療装置に、くぼんでいて、股
関節に植設されるときに、頭大腿骨または外科的に修正された頭大腿骨の方へ向けるのに
適している主な開口部１５０７を有する人工の頭大腿骨面４５が設けられている。医療装
置頭センター軸１５０４は主な開口部１５０７を通過する。そのとき、前記医療装置は股
関節の機能的なポジションに植設される。医療装置は、前記医療装置頭センター軸１５０
４から前記人工の頭大腿骨面４５の前記内面までの垂直に伸びている第１の末梢部の距離
１５０３を有するために適応する内面を備えている。前記医療装置頭センター軸１５０４
から前記人工の頭大腿骨面４５の前記内面まで垂直に伸びている第２の近位の距離１５０
２より短い第１の末梢部の距離１５０３。第１の末梢部の距離１５０３（人工の頭大腿骨
面４５が股関節の機能的なポジションに植設される）より近位医療装置頭センター軸１５
０４上のポジションから伸びている第２の近位の距離１５０２。最大第１の末梢部の距離
１５０３は前記主な開口部１５０７より最も近くて実質的に位置する前記医療装置頭セン
ター軸１５０４の部に置かれる。そのとき、前記人工の頭大腿骨面４５は股関節の機能的
なポジションに取り付けられる。人工の頭大腿骨面４５は、前記医療装置頭センター軸１
５０４から前記人工の頭大腿骨面４５の前記内面まで垂直に伸びていて、最大第１の末梢
部の距離１５０３より小さい最も近くに２番目に近位の１５０２の距離を有するために適
応する。股関節の機能的なポジションに植設されるときに、最大第１の末梢部の距離１５
０３は最も近い第２の近位の距離１５０２より末梢部の医療装置頭センター軸１５０４か
ら伸びている。
【０２０５】
図５は、最大内側距離１５０８が前記人工の頭大腿骨面４５の１５１０ｂ、医療装置頭セ
ンター軸１５０４（前記長手方向に伸びている第１５０９部が二つ横断面１５１０ａによ
って定義される）の長手方向に伸びている第１５０９部に沿って選択される一つ以上の所
定の位置から伸びている一実施例に従って、医療装置を示す。医療装置頭センター軸１５
０４と直角をなし伸びて、末梢部の１５１１ａおよび近位１５１１ｂから、医療装置頭の
前記第１５０９部の終点は軸１５０４を中央に置く。そこにおいて、両方の横断面は１５
１０ａ、１５１０ｂ、外側の制限１５１２ａで配置される。そして、重量の１５１２ｂが
それぞれ、近位のＰおよび末梢部のＤ方向において、人工の頭大腿骨面の表層１５１３を
もたらす。医療装置頭センター軸１５０４の第１５０９部は、１５１０ａ、１５１０ｂ、
横断面の間に配置される。
【０２０６】
　図６は、医療装置が医療装置頭センター軸１５１４から人工の頭大腿骨面の外面まで垂
直に伸びている最大外側の距離１５１４を有する実施例に従って、医療装置を示す。
前記股関節に植設されるときに、人工の頭大腿骨面４５は、少なくとも部分的に人工の頭
大腿骨面４５上の最大外側の距離の円形の第１５１７行を越えて、遠位にＤを延長してい
る第１５１６部を越えて最初に少なくともある者から成る。第１５１６部を越えた少なく
とも一つの第一は第１５１８部を越えて第１のものの内面から医療装置頭センター軸１５
０４までの最も近い距離１５１８を有するために適応する。そして、医療装置頭センター
軸１５０４と直角をなして、人工の頭大腿骨面４５の内面から医療装置頭センター軸１５
０４までの最大内側距離１５１４より小さくて、医療装置頭センター軸１５０４と実質的
に直角をなす。最大内側距離１５１４は、医療装置頭センター軸から、主な開口部１５０
７より実質的に近位の１５０４のＰを延長している。中心の軸１５０４がそうである医療
装置頭の長手方向に伸びている部は主な開口部１５０７より近位のＰを配置した。そのと
き、人工の頭大腿骨面４５は股関節の機能的なポジションに取り付けられる。円形の第１
５１９行は主な開口部を定めている。そして、それは頭大腿骨が通過することができる最
も小さい開口部として更に定義されることができる。
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【０２０７】
　頭大腿骨５の最大直径を越えて距離Ｄを延長している第１５１６部を越えた少なくとも
一つの第一の領域は、ロック部材を適切な状態に保つために適応して、ここにある。ロッ
ク部材は、コードまたは導線でありえて、医療装置のより深い固定のための人工の頭大腿
骨面４５周辺に配置されることができる。バンド、コードまたは導線は、頭大腿骨５に人
工の頭大腿骨面４５の固定を援助することが可能なリング形の要素を形成するための戻り
止め部材を用いて、機械的に接続されることができる。
【０２０８】
　円形の第１５１９行に対する人工の頭大腿骨面４５上の最大外側の距離の円形の第１５
１７行からの距離Ｄは、医療装置の主な開口部を定めている。距離Ｄは、第１５１８部を
越えて第１のものの内面から医療装置頭センター軸１５０４までの最も近い距離１５１８
を有する円形の第１５１９行まで伸びるために選ばれる。第１５１６部を越えた少なくと
も一つの第一が円形の第１５１９行まで伸びるときに、股関節の発言または運動範囲はｌ
ｉｍｉｔｉｅｄされない。図６の図示した実施例によれば、距離がいかに他の実施例では
ほぼ１０ｍｍであっても、距離Ｄはほぼ５ｍｍである。
【０２０９】
　図７は、頭大腿骨５の最大直径以上の、そして、を越えた移動に適応する主な開口部５
２を有する断面の人工の頭大腿骨面４５を示す。頭大腿骨５の最大直径は、人工の頭大腿
骨面の対応する最大の直径６１で配置されるこの実施例に一致している。第２の距離６２
は、人工の頭大腿骨面４５が頭大腿骨５の最大直径を越えて進む距離である。前記距離６
２は、そうであるを越えて人工の頭大腿骨面４５の中で部、そして、人工頭の機械の固定
を可能にした部が、頭大腿骨５に対する大腿骨面４５である、によって前記頭大腿骨５お
よび／または結腸煙突大腿骨の圧搾している力を振るっている医療装置の部を越えて、そ
して、頭大腿骨５を握る。
【０２１０】
　図８ａは、人工の頭大腿骨面４５が頭大腿骨５の最大直径を越えて通過するために適応
する一実施例に従って、人工の頭大腿骨面４５を示す。このことは、前記人工の頭大腿骨
面４５の形を用いている機械の固定を可能にする。本実施例において、人工の頭大腿骨面
４５は、頭大腿骨５の最大直径以上、そして、を越えて進行するために柔軟な前記人工の
頭大腿骨面４５を作るために適応する少なくとも一つの切れ込み４９から成る。人工の頭
大腿骨面４５が最大の直径５２をつくる二つかそれ以上の人工頭大腿骨面アーム５０から
成ることは、考えられもする。この最大の直径５２は、より小さい一実施例に、前記人工
頭大腿骨面アーム５０によって人工の頭大腿骨面４５の機械の固定を可能にしている頭大
腿骨５の最大直径を一致させている。より深い固定のために、ロック部材５９（コードま
たは導線５９でありえた）は、頭大腿骨５の最大直径を越えて、人工の頭大腿骨面４５周
辺に配置されることができる。バンド、コードまたは導線５９は、頭大腿骨５に人工の頭
大腿骨面４５の固定を援助することが可能なループ形の要素を形成するための係合部材６
０を用いて、機械的に接続されることができる。
【０２１１】
　支持バンドを有する頭大腿骨５に固定するときに、図８ｂは人工の頭大腿骨面４５を示
す。そして、コードまたは導線５９が、図８ａに示すように、頭大腿骨５の最大直径を越
えて人工の頭大腿骨面４５周辺に配置される。アーム５０も、前記人工の頭大腿骨面４５
を係止するために頭大腿骨５の骨に入るために適応するかもしれない。
【０２１２】
　医療装置が挿入されるときに、図８ｃは断面の股関節を示す。遠位に伸びていて、頭大
腿骨５の球状部分を握っている二つを延長している部分１８２３ａおよび１８２３ｂ。股
関節は、その中心の結腸煙突および頭大腿骨に沿って縦材を延長している中心の軸Ｐを有
する結腸煙突大腿骨６と統合される頭大腿骨５がある。
【０２１３】
　図９は、人工の頭大腿骨面が可動部分１２２４の一方に沿って配置される操作可能なジ
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ョイント１２０５によって相互接続している第５６部に接続している複数の可動部分１２
２４から成る実施例に従って、人工の頭大腿骨面４５を示す。人工の頭大腿骨面は、バン
ド、コードまたは最大直径およびジョイント１２０５から離れて向ける移動可能な分割１
２２４で最も多くの末端から距離Ｄで頭大腿骨５の最大直径を越えて配置される導線５９
によって頭大腿骨に更に固定する。表層がそうである人工頭大腿骨は、１２２４がそうで
あった可動部分が頭大腿骨５を握っている機能的なポジションをそこで中に配置したあと
、頭大腿骨に固定して、動作の間、移動可能である。その機能的な状態においてでないと
き、断面ＡＡは可動部分１２２４を示す。可動部分１２２４が可動部分が頭大腿骨５を握
ることが可能でおよび／または人工の頭大腿骨面の最大直径をその機能的な状態の頭大腿
骨面の最大直径より小さい穴を通過することと交換することを要求することができている
ヒンジ１２０５の形の可動要素による相互接続している第５６部に接続して。その場合に
は、可動要素は、人工頭大腿骨面（図示せず）の中心の方へ、方向において移動する。
【０２１４】
　図１０ａ－ｃは、人工の頭大腿骨面が部分５６の一方に沿って配置される固定手段５７
、５８によって相互接続している第５６部に接続している複数の部分４６から成る実施例
に従って、人工の頭大腿骨面４５を示す。固定手段に、部分４６の一端に配列される開口
部を有する第１の突出している部分５８が設けられている。第１の突出している部分５８
にできた穴は、相互接続第５６部の安全器から伸びている第２の突出している部分５７を
有する相互接続に適応する。複数の部分および相互接続部は、頭大腿骨面の最大直径より
小さい穴を通過することができて、股関節に挿入された後に頭大腿骨５を握るために組み
立てられることができる。
【０２１５】
　図１１ａは、人工の頭大腿骨面４５に載置するために、調節可能なロック部材５９を開
示する。ロック部材５９は二つ末端５９ａを有するループ形の要素である。そして、５９
ｂが係合部材６０を用いて機械的に接続されるために適応する。このように、閉ループを
特定の円周により形成する。ロック部材５９は、応力（例えば外部の力）の下で変形する
弾性体から作られることができるが、応力が除去されるときに、その最初の形状に戻る。
【０２１６】
　人工の頭大腿骨面４５は、最大の直径５２をつくる二つかそれ以上の人工頭大腿骨面ア
ーム５０から成る。頭大腿骨５に人工頭大腿骨を係止するために、ロック部材５９はそう
である。そのとき、それは開放的なステートにおいてある。そして、それが少なくとも頭
大腿骨５の最大直径を越えて距離Ｄを延長している領域に着くまで、表層４５を通じて引
っ張られる。それが手を伸ばして、表層腕５０にのるまで、ロック部材５９は引っ張られ
ることもできる。その最終的なポジション（ロック部材末端５９ａ）においてとき、５９
ｂは係合部材６０によって機械的に接続される、そして、人工頭大腿骨は適所に保たれる
。
【０２１７】
　図１１ｂ～１１ｅは、ロック部材５９および係合部材６０の異なる実施例を示す。
【０２１８】
　係合部材６０を有するロック部材５９の第１実施例は、図１１ｂにおいて開示される。
係合部材６０は、第一および第二の第６０ａ部と、第一に配置される６０ｂと、それぞれ
第２のロック部材末端５９ａ、５９ｂ、とを備える。第１および第２の係合部材部６０ａ
は、６０ｂ、上方を、そして、下方へそれぞれ、軸方向に第１および第２のロック部材末
端から伸びている突出の形状を有する。このように、水平に配置された握持爪を形成する
。第１の係合部材第６０ａ部はその下面の安全器を有する、そして、第２の係合部材第６
０ｂ部はその上側表面の安全器を有する。安全器はそれらが高い方の部分を形成するよう
にこうして配置される、そして、機械的に自己に適応する下部のフックは素材の弾力を用
いて、そして、このようにループを頭大腿骨５の直径に適応する特定の円周により形成す
るために接続する。
【０２１９】
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　ロック部材５９（図１１ｃにおいて示される）の第二実施形態において、係合部材６０
フィートは、５９ａ、ロック部材の５９ｂ、一つの第１および第２の末端に配列される。
中で第１のロック部材末端５９ａある者一番目係合部材第６０ａ部において』放射状に伸
びている突出の形は、環の中心の方へ配置される。環の中心から、第１の係合部材第６０
ａ部は、放射状に伸びているロック部材の他の第２端部５９ｂに配置される突出である一
つの対応する第２の係合部材第６０ｂ部によって係合するために適応する。突出は、垂直
に配列された握持爪６０フィートの形で、一緒に係合部材を形成している。ロック部材の
円周は、複数の第２の係合部材部６０ｂを用いて、ロック部材の第２端部５９ｂから異な
る距離でそれらを配置することによって調整されることができる。図１１ｃの第二実施形
態において、好ましくは３および６の間に、握持爪が、ある者より、６０ｂある』ロック
部材５９の第２端部５９ｂ上に配列される。係止会員５９の直径は、このように調整され
ることができる。
【０２２０】
　ロック部材５９の第三実施態様は、図１１ｄにおいて開示される。凹部の形の対応する
第２の係合部材第６０ａ部に適合するために適応する突出の形でロック部材５９のある者
第１端部５９ａにおいて、第１の係合部材第６０ａ部またはロック部材５９の他の第２端
部５９ｂの穴。ロック部材５９の円周が調節可能であるように、複数の穴を有することは
、可能でもある。
【０２２１】
　前へＡロック部材５９の実施例が、図１１ｅ．において開示される第６０ｂ部を２番目
に係止している２つの回動可能な第１の係止部６０ａ１´´´、６０ａ２´´´およびあ
る者から成るここで、第１および第２の末端は、５９ａ、ロック部材５９の５９ｂ、係合
部材６０フィートを用いることにより接続される」」』。第１の係止部６０ａ１’」は、
ロック部材５９の第１端部５９ａに、そして、部６０ａ２’を係止している第２まで回動
可能に取り付けられる」。第１の係止部６０ａ１’の外端部の間に配置される係合小数点
において第２の係止部６０ａ２」は、第１の係止部６０ａ１に取り付けられ、好ましくは
第１の係止部６０ａ１’の中央で実質的に配置される。第２の係止部６０ａ２’も、突出
している第６０ｂ部によって係合するために適応する。ロック部材５９の第２端部５９ｂ
において配列される。第２の係止部６０ａ２’とき突出している第６０ｂ部に係合すする
」ロック部材５９ａの第１および第２の末端は、５９ｂ、閉ループを第１の円周により形
成して、一緒に係止される。第１および第２のロック部材末端５９ａは、５９ｂ、閉ルー
プをしっかりと人工頭大腿骨を囲んでいて、頭大腿骨５にそれを係止している第２の円周
により形成して、一緒に引っ張られることができる。第１および第２のロック部材末端５
９ａは、５９ｂ、ロック部材の第１端部５９ａのその係合位置周辺で第１の係止部を回転
させることによって、一緒に引っ張られる。第１および第２のロック部材末端５９ａ、５
９ｂは、重なり合うかまたは配列された末端であることを配列されることができる末端一
緒に後に引かなく、このように第２の円周を有するループを形成。
【０２２２】
　図１２ａはロック部材のさらにもう一つの実施例を示す。そこにおいて、ロック部材は
完全に頭大腿骨面４５を囲まない。このように、ロック部材がない距離２１０１を離れる
。図１２ａの図示した実施例によれば、ロック部材５９は、弾性体（例えばステンレス鋼
）から作られているロック部材によって、人工の頭大腿骨面を固定する。人工の頭大腿骨
面が頭大腿骨のより大きい部を引き渡すことができるために、ロック部材を有する構造は
、人工の頭大腿骨面がより強い素材から作られることを可能にする。図１２の図示した実
施例を有するある者優位性はロック部材５９が全く頭大腿骨を囲むロック部材ほど弾力的
である必要はないということである。そして、元の位置に外科医によってまだ装着可能で
ある。
【０２２３】
　１２ａ．図に関して、図１２ｂは、以前に記載されている実施例と類似の実施例に従っ
て、ロック部材を示す。しかしながら、図１２ｂの図示した実施例によれば、ロック部材
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５９は、二つ部２１０６ａがロック部材の２１０６ｂ接続されるロック部材５９の中央に
配置されるヒンジ２１０５から成る。ヒンジへの接続において、ロック機構は２１０８の
部が女性の第２１０９部に接続するために適応させた男性から成って配置される。このよ
うに、係止位置をつくる。係止位置のロック部材は、人工の頭大腿骨面４５をしっかりつ
かんで、このように頭大腿骨に更に人工の頭大腿骨面４５を固定させる。図１２ｂの実施
例は、ヒンジで、ロック部材が全てのロック部材が単一材料（例えば図１２ａに関して記
載されている実施例）から作られる実施例において必要であるより少ない弾性体から作ら
れることを可能にする。実施例は、元の位置にロック部材５９を人工頭大腿骨４５に載置
するために必要な力を更に減らすことができる。
【０２２４】
　図１３ａはさらにもう一つの実施例に従ってロック部材５９を示す。そこにおいて、ロ
ック部材５９は第１および第２の装置２１０２ａから成る。そして、２１０２ｂが人工の
頭大腿骨面４５の切れ込み４９の二つ側に配置される。第１の装置２１０２ａに、第２の
装置２１０２ｂ（それが４５が頭大腿骨に表面をつける人工頭大腿骨を固定させるための
より多くの閉鎖状態の切れ込み４９を係止して、このように配置する）の女性の第２１０
４部に挿入可能である男性の第２１０３部が設けられている。
【０２２５】
　図１３ｂはロック部材５９が人工の頭大腿骨面４５の実施例の最上部において中間に配
置される実施例に従って医療装置を示す。そこにおいて、人工の頭大腿骨面は二つ半分に
ジ・ビデオ可能である。ロック部材は、図１３ａに関する図示した実施例に従って、第１
および第２の装置２１０２ａ（２１０２ｂ）から成る。そこにおいて、前記第１の装置は
第２の装置にしまわれる女性の部内部で係止するために適応する男性の第２１０３部から
成る。
【０２２６】
　図１４は、ロック部材５９が頭および／または結腸煙突大腿骨の骨による人工の頭大腿
骨面４５の第１の位置からの移動に、そして、人工の頭大腿骨面４５の第２の位置に適応
するロック部材５９の実施例を示す。この実施例は、ロック部材が圧搾している力を振る
って、このように頭大腿骨を固定することによる頭大腿骨に、および／または実はこのこ
とにより機械的ロックを作製している骨内部であるロック部材５９によって人工の頭大腿
骨面４５を固定させることを可能にすることができる。図１４の図示した実施例によれば
、頭／結腸煙突大腿骨の骨によって、ロック部材５９は、人工の頭大腿骨面４５のある者
位置から人工の頭大腿骨面４５の他の位置へ行く。しかしながら他の実施例（図示せず）
で、ロック部材は人工の頭大腿骨面の位置から行く、そして、頭／結腸煙突大腿骨の骨に
、これらの実施例で、ロック部材は部材（例えば整形ネジ）を固定させて機械的でありえ
た。
【０２２７】
　図１５は、キットが人工頭大腿骨面４５ａ，ｂ，ｃ（特定の患者を基礎として選択され
ることができる）の３つの異なるサイズから成る第１実施例に従って、キットを示すこの
ように、特定の患者を嵌合するために異なる人工の頭大腿骨面４５ａ，ｂ，ｃ周辺で締め
られることができるいくつかの状態によってロック部材５９。
【０２２８】
　図１６は、キットが一つの人工の頭大腿骨面４５から成る第二実施形態およびこのよう
に人工の頭大腿骨面４５を囲んで配置されることができて、特定の患者の特定の大腿骨の
骨のために選択されることができる３つの異なるサイズ・ロック部材５９ａ，ｂ，ｃに従
ってキットを示す。
【０２２９】
　図１７は、キットが人工頭大腿骨面４５ａ，ｂ，ｃ（特定の患者を基礎として選択され
ることができる）の３つの異なるサイズから成る第二実施形態によるキットおよびこのよ
うに人工の頭大腿骨面４５を囲んで配置されることができて、特定の患者の特定の大腿骨
の骨のために選択されることができるロック部材５９ａ，ｂ，ｃの３つの異なるサイズを
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【０２３０】
　キット溶液正確なサイズおよび頭大腿骨の形状を決定することが単に本体の外側から作
成される画像だけから非常に難しかった時から、頭大腿骨が露出する適切な医療装置を選
択する整形外科医を可能にする。
【０２３１】
　実施例のいずれかによる医療装置は、少なくとも、素材が成ることをグループから選択
したある者から成ることができる：ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）過フルオロ
・アルコキシ（ＰＦＡ）でフッ化エチレン・プロピレン（ＦＥＰ）。素材が金属合金（例
えばコバルト－クロミウム－モリブデンまたはチタンまたはステンレス鋼）から成ること
はさらに、考えられる、または、ポリエチレン、例えばクロスリンク・ポリエチレンまた
はガスはポリエチレンを殺菌した。接触表面または全ての医療装置（例えばジルコニウム
または二酸化ジルコニウム・セラミックまたはアルミナ・セラミック）で、セラミック材
料の使用は、考えられもする。人体の骨に対する医療装置の固定のための人体の骨と接触
する医療装置の部は、医療装置を固定させるための医療装置の人体の骨のｇｒｏｗｔｈ－
ｉｎを促進するために適応する多孔性マイクロまたはナノ構造でありえた救貧院構造から
成ることができる。多孔質構造体はヒドロキシアパタイト（ＨＡ）コーティングまたは粗
くｏｐｅｎ－ｐｏｒｅｄされたチタン・コーティング（空気プラズマ噴霧によってできる
ことができる）を適用することにより提供されることができる。そして、ラフから成って
いる組合せはチタン・コーティングをｏｐｅｎ－ｐｏｒｅｄした、そして、ＨＡ表層は考
えられもする。接触部は蝋様変性のポリマー（例えばＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＦＥＰ、ＰＥお
よびＵＨＭＷＰＥ）のような自己油をさされた素材または潤滑油を吹き込まれることがで
きる粉末冶金素材でできていることがありえた。そして、それは好ましくは生物学的適合
性の潤滑油（例えばＨｙａｌｕｒｏｎｉｃ酸派生物）である。本願明細書において医療装
置の部または表層を接触させる素材が常に、または、断続的に油をさされるために適応す
ることは、考えられもする。若干の実施例によれば、医療装置の部または部分は、金属素
材および／または炭素繊維および／またはホウ素の組合せ、金属およびプラスチック材料
の組合せ、金属およびカーボンを主成分とする素材の組合せ、カーボンおよびプラスチッ
クを主成分とする素材の組合せ、可撓性で固い素材の組合せ、弾性でより少ない弾性体の
組合せ、Ｃｏｒｉａｎまたはアクリル系ポリマから成ることができる。
【０２３２】
　実施例のいかなる実施例もまたは部がいかなる形であれいかなる方法または方法の部と
同様に結合されることができる点に注意します。本願明細書において全ての実施例は、一
般にいかなる形であれ組み合わさる一般的説明、したがって候補者の一部として見られな
ければならない。
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